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１. はじめに 

2010年5月28日に、UKIPOは、PCT出願の英国国内段階移行出願に対して優先審査を行うという”Fast Track 

scheme for UK national phase applications derived from international patent applications”を導入しまし

た。 

 

positive Written Opinion (WO-ISA) 又は International Preliminary Report on Patentability (IPRP) on 

all claimsを受領した場合に限って優先審査を受けることができました。 

 

このたび、優先審査適用の条件が緩和されました。これによれば、2012年6月8日以降、IPRP 又は WO-ISA 

がfully positive でなくとも、PCT出願の英国国内段階移行出願が優先審査を受けることができるようになりま

した。*1 
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*1 LINK: http://www.ipo.gov.uk/p-pn-fasttrack1 


